
号

（総則）

（業務の予定量）

業務の予定量は、次のとおりとする。

千円

（収益的収入及び支出）

収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

千円

千円

千円

千円

千円

医療機器等整備事業

1,297,638

10,000

13,575,266

特 別 利 益

(6) 主 要 な 建 設 改 良 事 業

病 院 事 業 費 用

医 業 収 益

第３項

第２項

第１款 病 院 事 業 収 益

第１項

第１款

議案第 52

第１条

一日平均入院患者数

一日平均外来患者数

平成27年度岸和田市病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。
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平成27年度 岸和田市病院事業会計予算平成27年度 岸和田市病院事業会計予算平成27年度 岸和田市病院事業会計予算平成27年度 岸和田市病院事業会計予算

1,152

400

第２条

(1)

(4)

(5)

病 床 数

(2)

(3)

年 間 入 院 患 者 数

12,306,060

126,636

280,035年 間 外 来 患 者 数

医 業 外 収 益

第３条

床

人

人

人

人

250,000

収 入

支 出

13,613,698

千円

千円

千円

千円

千円

（資本的収入及び支出）

資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する

額1,458,027千円は、過年度分損益勘定留保資金661,825千円及び当年度分損益勘定留保資金等794,758千

円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,444千円で補てんするものとする）。

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

千円

12,898,142

13,575,266

666,124

第１項 医 業 費 用

病 院 事 業 費 用第１款

第３項

第１款

第２項 企 業 債 償 還 金

予 備 費

第３項

第４項

建 設 改 良 費

1,000

投 資 返 還 金

1,451,049

第３項

第１項

資 本 的 支 出

第１款 351,000

第１項 企 業 債

第２項

特 別 損 失

資 本 的 収 入

1,809,027

8,500

医 業 外 費 用

投 資

349,478

第２項

他 会 計 繰 入 金

第４条

1,000

250,000

100,000

10,000

収 入

支 出



（債務負担行為）

債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

（企業債）

起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

千円 ％以内 年以内 年以内

（一時借入金）

一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

医業費用、医業外費用、特別損失

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

限 度 額

地下水活用システム導入事業者に対し
て支払う委託料相当額

そ の 他

10

起 債 の 方 法

年賦、半
年賦、元
金均等若
しくは元
利均等償
還又は満
期一括償
還

医 療 機 器 等
整 備 事 業

その他償還方法

償 還 の 方 法

借入先 償還期限

期 間

利 率

銀 行

地下水活用システム運用業務委託

第５条

第７条

(1)

第８条

限 度 額

第６条

10 政 府

機 構

事 項

平成36年度まで

2

起債の目的

250,000
普通貸借又は証
券発行ただし事
業の進捗状況に
より起債額の全部
又は一部を起債
前借することがで
きる。

必要に応
じて繰上
償還又は
借り換え
ることがで
きる。

（ただし、利率見
直し方式で借り入
れる資金につい
て、利率の見直し
を行った後におい
ては、当該見直し
後の利率）

据置期間

平成27年度から

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これらの経費のうち他の経費の金額に、若し

くはこれら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、

議会の議決を経なければならない。

千円

千円

（たな卸資産購入限度額）

第10条

（重要な資産の取得）

第11条

取得する資産

デジタルX線TVシステム 1式

種 類 名 称

平成27年2月24日提出

医療機器

第９条

(2)

信 貴 芳 則

職 員 給 与 費

交 際 費

6,238,610

350

岸和田市長

重要な資産の取得は、次のとおりとする。

たな卸資産の購入限度額は、2,484,803千円と定める。

1式

生体情報モニタ

数量

一般X線撮影システム(1)

(1)

医療機器

医療機器

1式

温冷配膳車その他機器

1式


